
改
正
労
働
施
策
総
合
推
進
法

（
令
和
７
年
法
律
第
63
号
）
に
よ

り
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、

職
場
に
お
け
る
治
療
と
就
業
の
両

立
支
援
の
取
組
が
、
事
業
主
の
努

力
義
務
に
な
り
ま
し
た
。
事
業
者

に
対
し
て
、
病
気
等
の
治
療
を
し

な
が
ら
働
く
こ
と
を
希
望
す
る
人

が
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
の
環
境

整
備
必
要
な
両
立
支
援
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み

を
行
え
ば
治
療
と
仕
事
の
両
立
を

支
援
で
き
る
の
か
、
『
治
療
と
就

業
の
両
立
支
援
指
針
（
令
和
８
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
28
号
）
』
を

踏
ま
え
て
、
そ
の
支
援
に
当
た
っ

て
の
留
意
事
項
や
準
備
事
項
、
支

援
の
進
め
方
に
つ
い
て
厚
生
労
働

省
関
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
治
療

し
な
が
ら
働
く
人
を
応
援
す
る
情

報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

治
療
と
仕

事
の
両
立
支
援
ナ
ビ
』
を
基
に
ご

紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
治
療
と
仕
事
の
両
立

支
援
に
関
す
る
疑
問
を
解
消
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

［
Ｑ
1
］
そ
も
そ
も
治
療
と
仕
事

の
両
立
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

［
Ａ
１
］
病
気
を
抱
え
な
が
ら
も
、

働
く
意
欲
や
能
力
の
あ
る
労
働
者

が
、
仕
事
を
理
由
と
し
て
治
療
機

会
を
逃
す
こ
と
な
く
、
ま
た
、
治

療
を
理
由
と
し
て
職
業
生
活
の
継

続
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
適

切
な
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
生
き

生
き
と
就
業
を
続
け
ら
れ
る
こ
と

で
す
。

［
Ｑ
2
］
治
療
と
仕
事
の
両
立
支

援
の
努
力
義
務
化
に
ど
う
対
応
す

れ
ば
い
い
で
す
か
。

［
Ａ
2
］
「
治
療
と
就
業
の
両
立

支
援
指
針
」
を
基
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。
指
針
に
は
、
両
立
支
援

に
お
け
る
留
意
事
項
や
取
組
内
容

に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

［
Ｑ
3
］
社
内
で
説
明
し
た
い
の

で
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
が
必
要

な
背
景
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

［
Ａ
3
］
高
齢
者
の
就
労
の
増
加

等
を
背
景
に
、
何
ら
か
の
病
気
に

よ
り
通
院
し
な
が
ら
働
く
労
働
者

の
割
合
は
年
々
上
昇
し
て
い
ま
す
。

ど
の
職
場
に
お
い
て
も
、
病
気
を

抱
え
た
労
働
者
の
治
療
と
仕
事
の

両
立
へ
の
対
応
が
必
要
と
な
る
場

面
が
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
医
療
技
術
の
進
歩
等

に
よ
り
、
か
つ
て
は
不
治
の
病
と

さ
れ
た
病
気
で
も
、
長
く
付
き
合

う
病
気
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
労

働
者
が
病
気
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
す
ぐ
に
離
職
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
病
気
に
な
っ
た
従

業
員
が
、
治
療
を
行
い
な
が
ら
働

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

職
場
に
お
い
て
支
援
に
取
り
組
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

［
Ｑ
４
］
治
療
と
仕
事
の
両
立
支

援
を
行
う
こ
と
は
、
企
業
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
義
や
効
果
が
あ

り
ま
す
か
。

［
Ａ
4
］
事
業
主
に
と
っ
て
治
療

と
仕
事
の
両
立
に
取
り
組
む
こ
と

は
、
継
続
的
な
人
材
の
確
保
、
労

働
者
の
安
心
感
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
向
上
に
よ
る
人
材
の
定
着
、

生
産
性
の
向
上
、
両
立
支
援
の
充

実
が
取
組
の
一
要
素
を
構
成
す
る

健
康
経
営
の
実
現
、
多
様
な
人
材

の
活
用
に
よ
る
組
織
や
事
業
の
活

性
化
、
組
織
と
し
て
の
社
会
的
責

任
の
実
現
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
実
現
と
い
っ
た
意
義

が
あ
り
ま
す
。
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令
和
８
年
度
の
労
働
保
険
年
度

更
新
期
間
（
６
月
１
日
（
月
）
か

ら
７
月
10
日
（
金
）
）
を
迎
え
ま

し
た
。

○
労
働
保
険
の
年
度
更
新
と
は

労
働
保
険
の
年
度
更
新
と
は
、

労
働
保
険
料
（
労
災
保
険
料
と
雇

用
保
険
料
）
の
申
告
か
ら
納
付
ま

で
の
一
連
の
手
続
き
で
、
毎
年
度

行
う
こ
と
か
ら
「
年
度
更
新
」
と

い
い
ま
す
。

労
働
保
険
料
の
申
告
に
か
か
る

年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌

年
の
３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
で

す
。
こ
の
１
年
間
を
「
保
険
年
度
」

と
い
い
、
労
働
保
険
の
年
度
更
新

は
保
険
年
度
を
単
位
と
し
て
行
い

ま
す
。

○
労
働
保
険
料
の
概
算
・
確
定

保
険
年
度
を
単
位
と
し
て
１
年

分
の
保
険
料
を
概
算
で
申
告
し
、

納
付
し
ま
す
。
こ
の
保
険
料
を

「
概
算
保
険
料
」
と
い
い
、
毎
年

原
則
と
し
て
７
月
10
日
ま
で
に
納

付
し
ま
す
。
そ
し
て
保
険
年
度
が

終
了
し
た
と
こ
ろ
で
、
労
働
者
に

支
払
っ
た
賃
金
の
総
額
か
ら
労
働

保
険
料
を
確
定
さ
せ
、
あ
ら
た
め

て
概
算
保
険
料
と
の
差
額
（
過
不

足
）
を
精
算
し
ま
す
。
こ
の
確
定

し
た
保
険
料
の
こ
と
を
「
確
定
保

険
料
」
と
い
い
ま
す
。

事
業
開
始
初
年
度
に
労
働
者
に

支
払
う
賃
金
総
額
の
概
算
額
を
も

と
に
当
年
度
の
労
働
保
険
料
を
算

出
し
、
前
払
い
の
形
で
納
付
し
ま

す
。
次
に
、
事
業
開
始
初
年
度
が

終
了
し
た
３
月
ま
で
の
賃
金
支
払

総
額
（
同
年
の
３
月
31
日
ま
で
に

支
払
い
が
確
定
し
て
い
る
が
、
実

際
の
支
払
い
は
同
年
４
月
１
日
以

降
に
な
る
場
合
も
含
み
ま
す
。
）

に
よ
っ
て
確
定
し
た
労
働
保
険
料

を
算
出
し
、
清
算
し
ま
す
。
同
時

に
次
年
度
の
概
算
保
険
料
を
算
出

し
、
前
払
い
で
納
付
し
ま
す
。
こ

れ
が
労
働
保
険
料
の
年
度
更
新
で

す
。
過
不
足
が
あ
れ
ば
、
次
年
度

の
労
働
保
険
料
に
不
足
額
と
し
て

加
算
す
る
か
、
充
当
す
る
と
い
う

処
理
に
な
り
ま
す
。

○
労
働
保
険
料
の
計
算
方
法

①
労
災
保
険
料

確
定
保
険
料
の
計
算
は
、
保
険

年
度
に
お
い
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
や

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
を
含
む
す
べ

て
の
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金

の
総
額
に
、
そ
の
事
業
ご
と
に
定

め
ら
れ
た
労
災
保
険
率
を
乗
じ
て

算
定
し
ま
す
。
概
算
保
険
料
の
計

算
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
支
払

わ
れ
る
賃
金
総
額
を
予
想
し
て
計

算
し
ま
す
が
、
前
年
度
に
支
払
っ

た
賃
金
総
額
の
２
分
の
１
以
上
、

２
倍
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

場
合
は
、
前
年
度
の
賃
金
総
額
を

そ
の
ま
ま
使
用
し
て
よ
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

②
雇
用
保
険
料

確
定
保
険
料
の
計
算
は
、
保
険

年
度
に
お
い
て
、
雇
用
保
険
の
被

保
険
者
で
あ
る
労
働
者
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
の
総
額
に
そ
の
事
業
ご

と
に
定
め
ら
れ
た
雇
用
保
険
率
を

乗
じ
て
算
定
し
ま
す
。

概
算
保
険
料
の
計
算
は
、
労
災

保
険
料
と
同
様
に
、
前
年
度
に
支

払
っ
た
賃
金
総
額
の
２
分
の
１
以

上
、
２
倍
以
下
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
場
合
は
、
前
年
度
の
賃
金
総

額
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
労
働
保
険
の
電
子
申
請

電
子
申
請
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
事
業
場
（
※
１
）
は
、
今
年

度
（
令
和
８
年
度
）
の
年
度
更
新

か
ら
申
告
書
の
送
付
が
な
く
な
り
、

代
わ
り
に
、
電
子
申
請
に
必
要
な

情
報
が
記
載
さ
れ
た
通
知
書
等

（
※
２
）
が
定
形
郵
便
サ
イ
ズ
の

茶
封
筒
で
送
付
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
年
度
更
新
の
申
告
書
は
、

管
轄
の
都
道
府
県
労
働
局
や
労
働

基
準
監
督
署
へ
の
郵
送
、
ま
た
は

「
電
子
申
請
」
で
も
受
け
付
け
て

い
て
、
直
接
窓
口
へ
出
向
く
こ
と

な
く
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
※
１
）
電
子
申
請
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
法
人

・
資
本
金
、
出
資
金
ま
た
は
銀
行
等
保
有

株
式
取
得
機
構
に
納
付
す
る
拠
出
金
の
額

が
１
億
円
を
超
え
る
法
人

・
相
互
会
社
（
保
険
業
法
）

・
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
）

・
特
定
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
）

（
※
２
）
同
封
さ
れ
る
書
類

・
納
付
書
（
領
収
済
通
知
書
）

・
労
働
保
険

概
算
・
増
加
概
算
・
確
定

保
険
料
申
告

電
子
申
請
情
報
通
知
書

・
労
災
保
険
率
決
定
通
知
書

・
労
働
保
険
年
度
更
新
に
関
連
す
る
各
種

外
部
委
託
事
業
や
、
電
子
申
請
の
方
法
等

の
案
内
を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

１
日
（
～
７
月
10
日
）

○
労
働
保
険
の
今
年
度
の
概
算
保

険
料
の
申
告
と
昨
年
度
分
の
確
定

保
険
料
の
申
告
書
の
提
出

［
都
道
府
県
労
働
局
ま
た
は
労
働

基
準
監
督
署
］

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

30
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出
［
公
共
職
業
安
定
所
］
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事
務
所
だ
よ
り
2
０
０
号
の
発

行
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

記
念
特
大
号
（
Ａ
３
）
を
発
行
し

よ
う
か
と
意
気
込
み
ま
し
た
が
、

締
切
り
に
間
に
合
わ
ず
従
来
の
Ａ

４
で
す
。
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail︓
fujita.office-1@k-fujita-sr.co

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-644-6922

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

編
集
後
記

６
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］


